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12
月
6
日
（
金
）
国
交
省
と

全
国
港
湾
・
港
運
同
盟
と
の
間

で
定
例
と
な
っ
て
い
る
港
運
労

政
懇
話
会
が
開
催
さ
れ
た
。

港
運
労
政
懇
話
会
で
は
石
炭

火
力
発
電
施
設
の
休
廃
止
に
係

る
港
湾
労
働
者
の
職
域
・
雇
用

問
題
。
全
国
の
港
湾
施
設
内
の

防
災
無
線
の
有
無
と
改
善
に
向

け
た
課
題
。
米
軍
普
天
間
飛
行

場
移
設
に
伴
う
名
護
市
辺
野
古

の
新
規
地
建
設
に
関
し
て
、
沖

縄
県
に
岸
壁
の
使
用
や
船
の
入

出
港
な
ど
の
届
け
出
が
さ
れ
な

い
ま
ま
荷
役
が
行
わ
れ
た
事
な

ど
課
題
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
。

そ
の
な
か
で
組
合
は
懇
話
会

冒
頭
、
11
月
8
日
（
金
）
に
日

港
協
と
全
国
港
湾
・
港
運
同
盟

と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
『
24
年

度
年
末
年
始
不
稼
働
』
の
議
事

確
認
に
対
し
、
国
交
省
は
11
月

29
日
付
で
『
年
末
年
始
に
港
湾

荷
役
が
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
に

伴
う
対
応
に
つ
い
て
（
協
力
依

頼
）
』
と
い
う
文
書
を
全
国
港

湾
に
向
け
発
出
し
た
こ
と
を
受

け
、
全
国
港
湾
と
港
運
同
盟
は

国
交
省
に
対
し
、
『
24
年
度
年

末
年
始
荷
役
に
係
る
「
国
港
経

70
・
71
号
」
に
つ
い
て
』
（
抗

議
声
明
）
を
発
表
す
る
と
同
時

に
、
国
交
省
に
対
し
て
『
国
交

省
の
協
力
要
請
文
書
に
対
し
、

我
々
は
憤
慨
し
て
い
る
』。『
こ

れ
ま
で
も
離
島
航
路
な
ど
の
生

活
物
資
に
係
る
荷
役
は
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
と
し
て
例
外
荷
役
を
行

っ
て
い
る
経
過
が
あ
る
。
国
交

省
は
我
々
の
所
管
行
政
で
あ
る

に
も
係
ら
ず
認
識
不
足
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
』。『
民

間
労
使
で
の
確
認
事
項
に
対

し
、
な
ぜ
行
政
が
介
入
し
て
く

る
の
か
理
解
に
苦
し
む
』
な
ど

の
主
張
を
行
い
、
あ
ら
た
め
て

港
運
労
使
で
の
確
認
事
項
に
対

す
る
国
交
省
の
不
介
入
と
、
24

年
度
年
末
年
始
例
外
荷
役
に
関

す
る
労
使
政
策
委
員
会
議
事
確

認
の
実
行
を
主
張
し
た
。

12
月
6
日
（
金
）
国
交
省
と
全
国
港
湾
・
港
運
同
盟
と
の
間
で
定
例
と
な
っ
て
い
る
港
運
労
政

懇
話
会
が
開
催
さ
れ
、
全
国
港
湾
と
港
運
同
盟
は
国
交
省
が
発
表
し
た
年
末
年
始
協
力
依
頼
文
書

に
対
し
抗
議
声
明
を
発
表
。
あ
ら
た
め
て
労
使
政
策
委
員
会
議
事
確
認
の
実
行
を
主
張
し
た
。

労
働
基
準
法

の
『
過
半
数
代

表
者
』
の
機
能

強
化
が
検
討
さ

れ
て
い
る
。
1

日
8
時
間
を
超

え
て
残
業
を
す

る
に
は
、
従
業
員
の
過
半
数
が

加
入
す
る『
過
半
数
労
働
組
合
』

と
の
間
で
、
使
用
者
は
労
使
協

定
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
就
業
規
則
を
変
更
し
て
労

働
条
件
を
見
直
し
た
い
場
合
に

は
過
半
数
労
働
組
合
の
意
見
と

聴
取
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
過

半
数
労
働
組
合
が
無
い
場
合
、

従
業
員
か
ら
選
ば
れ
た
『
過
半

数
代
表
者
』
が
代
わ
り
を
担
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
▼
過
半
数

代
表
者
は
大
切
な
役
割
を
担
う

存
在
だ
が
、
使
用
者
が
人
選
す

る
な
ど
形
骸
化
が
指
摘
さ
れ

る
。
そ
こ
で
、
選
出
の
手
続
き

の
定
め
や
、
教
育
・
研
修
、
情

報
提
供
と
便
宜
供
与
、
複
数
人

選
出
、任
期
制
な
ど
の
論
点
を
、

厚
生
労
働
省
の
労
働
基
準
関
係

法
制
研
究
会
が
11
月
に
提
示
し

た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
ず
さ
ん

な
管
理
を
適
正
化
で
き
る
と
思

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
28

条
で
明
記
さ
れ
た
『
団
結
権
』

や
『
団
体
交
渉
権
』
『
団
体
行

動
権
』
を
保
障
さ
れ
て
い
る
労

働
組
合
と
違
い
使
用
者
と
の
対

等
な
交
渉
は
望
め
な
い
。
そ
の

た
め
、
過
半
数
労
働
者
の
機
能

強
化
の
観
点
か
ら
労
働
組
合
の

組
織
化
へ
と
促
す
施
策
が
必
要

と
の
意
見
も
出
て
い
る
。ま
た
、

財
界
の
意
向
に
沿
い
労
働
時
間

規
制
の
適
用
を
外
す
道
具
に
利

用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

危
惧
す
る
声
も
上
が
っ
て
お

り
、
こ
れ
か
ら
も
注
視
す
る
必

要
が
あ
る
。

２４
年
度
年
末
年
始
例
外
荷
役

国
交
省
の
介
入
に
強
く
抗
議
。

あ
ら
た
め
て
労
使
政
策
委
員
会

議
事
確
認
の
実
行
を
主
張
。

２４
年
度
年
末
年
始
例
外
荷
役

国
交
省
の
介
入
に
強
く
抗
議
。

あ
ら
た
め
て
労
使
政
策
委
員
会

議
事
確
認
の
実
行
を
主
張
。
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